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亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。  
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別  紙  

亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

提 案 理 由  

 条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

  



亀 山 市 条 例 第    号  

 

亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 亀山市国民健康保険税条例（平成１７年亀山市条例第１５８号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第２条第２項中「５２万円」を「５４万円」に改め、同条第３項中

「１７万円」を「１９万円」に改める。  

 第２６条中「５２万円」を「５４万円」に、「１７万円」を「１９

万円」に改める。  

附 則 第 １ ７ 項 を 附 則 第 １ ９ 項 と し 、 附 則 第 １ ６ 項 を 附 則 第 １ ８ 項

と し 、 附 則 第 １ ５ 項 を 附 則 第 １ ７ 項 と し 、 附 則 第 １ ４ 項 の 次 に 次 の

２ 項 を 加 え る 。  

（ 特 例 適 用 利 子 等 に 係 る 国 民 健 康 保 険 税 の 課 税 の 特 例 ）  

１ ５  世 帯 主 又 は そ の 世 帯 に 属 す る 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 若 し く

は 特 定 同 一 世 帯 所 属 者 が 外 国 居 住 者 等 の 所 得 に 対 す る 相 互 主 義 に

よ る 所 得 税 等 の 非 課 税 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ３ ７ 年 法 律 第 １ ４ ４

号 ） 第 ８ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 特 例 適 用 利 子 等 、 同 法 第 １ ２ 条 第 ５

項 に 規 定 す る 特 例 適 用 利 子 等 又 は 同 法 第 １ ６ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る

特 例 適 用 利 子 等 に 係 る 利 子 所 得 、 配 当 所 得 、 譲 渡 所 得 、 一 時 所 得

及 び 雑 所 得 を 有 す る 場 合 に お け る 第 ３ 条 、 第 ７ 条 、 第 １ １ 条 及 び

第 ２ ６ 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 ３ 条 第 １ 項 中 「 山 林 所 得 金

額 の 合 計 額 か ら 同 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 山 林 所 得 金 額 並 び に 外

国 居 住 者 等 の 所 得 に 対 す る 相 互 主 義 に よ る 所 得 税 等 の 非 課 税 等 に

関 す る 法 律 （ 昭 和 ３ ７ 年 法 律 第 １ ４ ４ 号 ） 第 ８ 条 第 ２ 項 （ 同 法 第

１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合を含む。）

に 規 定 す る 特 例 適 用 利 子 等 の 額 （ 以 下 こ の 条 及 び 第 ２ ６ 条 に お い

て 「 特 例 適 用 利 子 等 の 額 」 と い う 。 ） の 合 計 額 か ら 法 第 ３ １ ４ 条

の ２ 第 ２ 項 」 と 、 「 山 林 所 得 金 額 の 合 計 額 （ 」 と あ る の は 「 山 林

所 得 金 額 並 び に 特 例 適 用 利 子 等 の 額 の 合 計 額 （ 」 と 、 同 条 第 ２ 項



 

中 「 又 は 山 林 所 得 金 額 」 と あ る の は 「 若 し く は 山 林 所 得 金 額 又 は

特 例 適 用 利 子 等 の 額 」 と 、 第 ２ ６ 条 中 「 山 林 所 得 金 額 」 と あ る の

は 「 山 林 所 得 金 額 並 び に 特 例 適 用 利 子 等 の 額 」 と す る 。  

（ 特 例 適 用 配 当 等 に 係 る 国 民 健 康 保 険 税 の 課 税 の 特 例 ）  

１ ６  世 帯 主 又 は そ の 世 帯 に 属 す る 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 若 し く

は 特 定 同 一 世 帯 所 属 者 が 外 国 居 住 者 等 の 所 得 に 対 す る 相 互 主 義 に

よ る 所 得 税 等 の 非 課 税 等 に 関 す る 法 律 第 ８ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 特

例 適 用 配 当 等 、 同 法 第 １ ２ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 特 例 適 用 配 当 等 又

は 同 法 第 １ ６ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 特 例 適 用 配 当 等 に 係 る 利 子 所 得 、

配当所得及び雑所得を有する場合における第３条、第７条、第１１

条 及 び 第 ２ ６ 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 ３ 条 第 １ 項 中 「 山 林

所 得 金 額 の 合 計 額 か ら 同 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 山 林 所 得 金 額 並

び に 外 国 居 住 者 等 の 所 得 に 対 す る 相 互 主 義 に よ る 所 得 税 等 の 非 課

税 等 に 関 す る 法 律 第 ８ 条 第 ４ 項 （ 同 法 第 １ ２ 条 第 ６ 項 及 び 第 １ ６

条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 特 例 適 用 配

当 等 の 額 （ 以 下 こ の 条 及 び 第 ２ ６ 条 に お い て 「 特 例 適 用 配 当 等 の

額 」 と い う 。 ） の 合 計 額 か ら 法 第 ３ １ ４ 条 の ２ 第 ２ 項 」 と 、 「 山

林 所 得 金 額 の 合 計 額 （ 」 と あ る の は 「 山 林 所 得 金 額 並 び に 特 例 適

用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

と あ る の は 「 若 し く は 山 林 所 得 金 額 又 は 特 例 適 用 配 当 等 の 額 」 と 、

第 ２ ６ 条 中 「 山 林 所 得 金 額 」 と あ る の は 「 山 林 所 得 金 額 並 び に 特

例 適 用 配 当 等 の 額 」 と す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則

第 １ ７ 項 を 附 則 第 １ ９ 項 と し 、 附 則 第 １ ６ 項 を 附 則 第 １ ８ 項 と し 、

附 則 第 １ ５ 項 を 附 則 第 １ ７ 項 と し 、 附 則 第 １ ４ 項 の 次 に ２ 項 を 加

え る 改 正 規 定 （ 以 下 単 に 「 附 則 第 １ ４ 項 の 次 に ２ 項 を 加 え る 改 正

規 定 」 と い う 。 ） は 、 平 成 ２ ９ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 適 用 区 分 ）  



 

２  次 項 に 定 め る も の を 除 き 、 改 正 後 の 亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例

（ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、 平 成 ２ ９ 年 度 以 後 の 年 度

分 の 国 民 健 康 保 険 税 に つ い て 適 用 し 、 平 成 ２ ８ 年 度 分 ま で の 国 民

健 康 保 険 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  新 条 例 附 則 第 １ ５ 項 及 び 第 １ ６ 項 の 規 定 は 、 附 則 第 １ ４ 項 の 次

に ２ 項 を 加 え る 改 正 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 支 払 を 受 け る べ き 外 国

居 住 者 等 の 所 得 に 対 す る 相 互 主 義 に よ る 所 得 税 等 の 非 課 税 等 に 関

す る 法 律 （ 昭 和 ３ ７ 年 法 律 第 １ ４ ４ 号 ） 第 ８ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る

特 例 適 用 利 子 等 、 同 法 第 １ ２ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 特 例 適 用 利 子 等

若 し く は 同 法 第 １ ６ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 特 例 適 用 利 子 等 又 は 同 法

第 ８ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 特 例 適 用 配 当 等 、 同 法 第 １ ２ 条 第 ６ 項 に

規 定 す る 特 例 適 用 配 当 等 若 し く は 同 法 第 １ ６ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る

特 例 適 用 配 当 等 に 係 る 国 民 健 康 保 険 税 に つ い て 適 用 す る 。  
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